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   つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例 

   に関する規則 
 

                               平成２４年 ３ 月３０日 
規  則  第 ８ 号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成１１

年つがる西北五広域連合条例第８号。以下「条例」という。）に規定する職務に専念する義務の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （特例） 

第２条 条例第２条第５号に規定する任命権者が別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。 

（１）特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 

（２）職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事

務を行う場合 

（３）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第４６条の規定による勤務条

件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合 

（４）法第４９条の２の規定による不服申立て（審査要求又は異議申立て）をし、及びその審理に出頭

する場合 

（５）法第５５条第１１項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合 

（６）広域連合行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合 

（７）前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合 

 （免除の手続） 

第３条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の

免除願（別記様式）に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。 

２ 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。 

 （免除の取消し） 

第４条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すこ

とができる。 

（１）職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合 

（２）職務に専念する義務の免除の承認の申請内容に偽りがある場合 

（３）前条第２項に基づく条件に違反した場合 

   附 則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別記様式（第３条関係） 

 

 

 

 

年  月  日 

 

  つがる西北五広域連合長 

 

施設名 

所 属 

職氏名            印 

 

職務に専念する義務の免除願 

 

  下記のとおり職務に専念する義務の免除を受けたいので、承認してください。 

 

 1 理    由 

 

 

 2 期    間      年  月  日（  時  分）から 

               年  月  日（  時  分）まで 

 

 

 3 場    所 

 

 

 4 依頼者又は主催者名 

 

 注 1 依頼文書の写し等を添付すること。 


